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新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
●対 象 者　甲州市に住民登録されている令和４年３月３１日現在で６５歳以上の方
●接種期間　５月７日（金）～７月３１日（土）　（６５歳以上の方の実施期間の目安）
●接種方法　①接種会場の接種実施日および予約受付期間を確認
　　　　　　②接種会場、接種日時をコールセンターへ予約（接種２回分の予約）
　　　　　　③１回目の接種を実施
　　　　　　④２回目の接種を実施※１回目接種の３週間後の同じ曜日となります。
●接種会場　塩山市民病院、勝沼病院、大和ふるさと会館（大和地域の方のみ）、
　　　　　　甲州市民文化会館、勝沼市民会館
●接種スケジュールおよび予約受付

接種を希望する日に該当する予約受付期間中に、郵送された予約票をご用意のうえ
コールセンターへお電話ください。なお、１回目の接種から３週間後の同じ曜日に
２回目の接種となりますので注意してください。

■第１会場および第２会場
◎接種スケジュール

月 火 水 木 金 土

第１会場
塩山市民病院

午前８時４５分～１１時３０分
午後１時～４時

第２会場
勝沼病院

午前８時２０分～９時１０分
※ 接種なし ※

午後１時～２時１５分
※第２会場の（木）・（土）は午前８時２０分～９時１０分と午前１１時３０分～午後０時１５分に接種します。

◎接種実施日および予約受付期間
接種実施日（祝日除く） 予約受付期間（日曜祝日除く）

　５月　７日（金）～　５月　８日（土） ⇒ 　４月２６日（月）～　４月３０日（金）
　５月１０日（月）～　５月１５日（土） ⇒ 　４月２６日（月）～　５月　６日（木）
　５月１７日（月）～　５月２２日（土） ⇒ 　５月　７日（金）～　５月１３日（木）
　５月２４日（月）～　５月２９日（土） ⇒ 　５月１４日（金）～　５月２０日（木）
　５月３１日（月）～　６月　５日（土） ⇒ 　５月２1 日（金）～　５月２７日（木）
　６月　７日（月）～　６月１２日（土） ⇒ 　５月２８日（金）～　６月　３日（木）
　６月１４日（月）～　６月１９日（土） ⇒ 　６月　４日（金）～　６月１０日（木）
　６月２１日（月）～　６月２６日（土） ⇒ 　６月１１日（金）～　６月１７日（木）
　６月２８日（月）～　７月　３日（土） ⇒ 　６月１８日（金）～　６月２４日（木）
　７月　５日（月）～　７月１０日（土） ⇒ 　６月２５日（金）～　７月　１日（木）
　７月１２日（月）～　７月１７日（土） ⇒ 　７月　２日（金）～　７月　８日（木）
　７月１９日（月）～　７月２４日（土） ⇒ 　７月　９日（金）～　７月１５日（木）
　７月２６日（月）～　７月３１日（土） ⇒ 　７月１６日（金）～　７月２１日（水）
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■第３会場
◎接種実施日および予約受付期間　

第３会場 接種実施日 予約受付期間（日曜除く）

大和ふるさと会館
（大和地域の方のみ）

【１回目接種】
　５月３０日（日）

⇒ 別途お知らせします。
※コールセンターへの電話不要【２回目接種】

　６月２０日（日）

甲州市民文化会館

【１回目接種】
　６月１３日（日）

⇒ ５月３１日（月）～６月１０日（木）
２回接種分をまとめて予約【２回目接種】

　７月　４日（日）

勝沼市民会館

【１回目接種】
　６月２７日（日）

⇒ ６月１４日（月）～６月２４日（木）
２回接種分をまとめて予約【２回目接種】

　７月１８日（日）
※実施時間はいずれの日程も午前９時～正午および午後１時～午後４時となります。

●予約受付・接種についての相談
　・甲州市新型コロナワクチン接種コールセンター　
　　☎３３ ‐ ７８１３（日曜日・祝日を除く、午前９時～午後７時）

●ワクチンの効果、安全性や接種時の注意点など接種前の疑問、
　接種後に副反応が出た場合の相談
　・山梨県新型コロナワクチン専門相談ダイヤル
　　☎０５５ ‐ ２２３ ‐ ８８７８
　　（土曜日・日曜日・祝日を含む毎日。午前８時３０分～午後８時３０分）

　ワクチン接種時の移動支援を行います　　　
　自宅から接種会場までタクシー、市民バス、デマンドバスを無料で利用できます。
　（原則２回接種の往復分）
●対 象 者　次のすべてに該当する方
　　　　　　・６５歳以上で甲州市に住所を有する在宅の方
　　　　　　・家族等の支援を受けることができず、会場までの移動が困難な方
●利用方法　①タクシー会社またはデマンドバス予約センターへワクチン接種の旨を伝えて予約

　してください。（市民バスは予約不要）
　　　　　　②それぞれの交通機関を利用する際に、運転手に接種券または接種済証を提示して

　ください。
●デマンドバスの予約
　・デマンドバス予約センター　☎０１２０ ‐ １３ ‐ ５０４０
●タクシーの予約
　・栄和交通タクシー　☎３２ ‐ ６３３６　　　　・塩山タクシー　☎３２ ‐ ３２００
　・勝沼観光タクシー　☎４４ ‐ １４３２　　　　・甲州タクシー　☎３３ ‐ ３１２０
●福祉タクシーの予約（乗降が困難な方）
　・アオイ観光　☎３２ ‐ ６３１１　　　・ことぶき福祉タクシー　☎３３ ‐ ５３３０
　・ユウ企画　　☎３９ ‐ ８８６５
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教育長に小林俊彦氏が就任
　甲州市議会３月定例会最終日で同意を受け、４月１日付で教育長に小林俊彦氏（上井尻）が
就任しました。任期は令和６年３月３１日までの３年間です。
　なお、保坂一仁前教育長は任期満了に伴い、３月３１日付で退任しました。

◆経歴紹介
　昭和５７年に塩山南小で教員生活をスタートさせ、峡東地域を中心に各地
の小学校に赴任しました。その後峡東教育事務所主幹指導主事、山梨県郡市
指導主事会会長などを歴任し、平成２７年度から５年間塩山南小学校の校長
を務めました。

◆就任あいさつ
　甲州市のさらなる発展のため、教育長としての職責を果たしたいと存じま
す。市民の皆さまと一緒に築き上げてきた「人・自然・ふるさとを愛する甲
州教育」の推進に力を尽くします。

教育長

小
こばやし

林 俊
としひこ

彦 氏

市政トピ
ックス

問東京オリンピック・パラリンピック山梨県実行委員会／甲州市　教育委員会生涯学習課　スポーツ振興・東京オリンピック対策担当　☎３２‐５０９８
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　５月３１日は WHO（世界保健機構）が制定した「世界禁煙デー」
です。喫煙は様々な病気の原因になることが明らかになっており、新
型コロナウイルス感染症においても、喫煙者は感染すると重症化しや
すいといわれています。喫煙は本人だけでなく、煙によって周囲の人
たちへも健康被害が及ぶことがあります。様々な病気の予防のために
も、「いつかはやめる」と思っている方、この機会に禁煙をはじめる
一歩を踏み出してみませんか。

＜禁煙のメリット＞
① お金の節約

１日１箱約５００円とし
て、１年で約１８万円節
約できます。
また、病気のリスクが低
下し、将来的に医療費の
節約になります。

② 食事がおいしく感じる
タバコに含まれるニコチ
ンの影響で傷ついていた
舌の細胞が元に戻り、食
材のおいしさを感じられ
ます。

③ 免疫力のアップ

血流が改善されて、体温
が上昇し、免疫力がアッ
プします。

④ 家族や周囲の人から喜ばれる

受動喫煙の害がなくなり、
家族や周囲からも喜ばれ
ます。

＜禁煙のコツ＞  ＜加熱式たばこや電子たばこなら吸ってもよい？＞
　禁煙をスタートしやすい期間を選び、禁
煙宣言をしましょう。
　長期休暇の前など、心に余裕のある時期
のほうが成功します。禁煙宣言をして周囲
の人にも協力してもらいましょう。

　加熱式たばこや電子たばこの主流煙にも、
ニコチンや発がん性物質など多くの有害物質
は含まれています。これらは製品として歴史
が浅く、どの程度の健康への影響があるのか、
まだ明らかになっていませんが要注意です。

＜禁煙治療をする＞
　医師に相談し、より確実に禁煙ができます。
※禁煙外来での一般的な費用（自己負担３割の場合）は、飲み薬で約２万円、貼り薬で約１万３千円です。

◎禁煙治療のできる市内の医療機関
甲州市大藤診療所 ☎３３ ‐ ２６４９ 池田内科小児科医院 ☎４４ ‐ ０６１３

甲州市立勝沼病院 ☎４４ ‐ １１６６ 松里診療所 ☎３９ ‐ ８３３３

今こそ! タバコをやめる はじめの一歩!
いきいきライフ通信

令和３年２月の医療費
医療費全体	 ２億５，９２２万円	（前年同月比	 △３５０万円）
１人当たり医療費	 ２万９，７３４円	（前年同月比	 △３１２円）

［国保連　診療報酬請求額基準］

問健康増進課　保健事業担当
　☎３４ ‐ ５４３６
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【定期接種】成人用肺炎球菌予防接種 今年度の対象者
◎市では、今までに成人用肺炎球菌の予防接種を受けたことがない方を対象に、定期接種の機会を
設けています。今年度対象年齢となる方には、予診票等を送付しています。

◎肺炎は、日本人の死因の上位となっており、成人の肺炎のうち約１／４～１／３は肺炎球菌が原
因と考えられています。肺炎球菌の予防接種をすることにより、肺炎の原因となる８０％以上の
肺炎球菌に効果があるとされています。接種を希望される方は、まずはかかりつけ医にご相談く
ださい。

◎令和３年度は、以下の方が定期接種の対象となります。

1右記の生年月日の範囲内にある方
2６０歳から６５歳未満の方で、心臓、
腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の
日常生活活動が極度に制限される程
度の障害や、ヒト免疫不全ウイルス
による免疫の機能に日常生活がほと
んど不可能な程度の障害がある方。

※これまでに一度でも接種したことが
ある方は、定期接種の対象から除き
ます。

◎定期接種の対象となる方には、接種費用のうち４，０００円を助成しており、令和４年３月３１
日（木）までに接種したものが助成の対象となります。

問健康増進課　健康企画・地域医療担当　☎３２‐５０１４

健康診断希望調査を実施します
　病気の早期発見及び早期治療へつなげるため、健康診断を実施しています。
　健康診断実施にあたり、多くの方に受診をしていただき、よりスムーズな健診を行うため、健
康診断希望調査を実施します。

　５月中旬に「令和３年度　甲州市健康診断希望調査票」を各世帯主様あてに郵送します。
　同一世帯の２０歳以上のご家族について、総合健診や各種がん検診等の受診希望の有無を記入
してください。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、記入した調査票は５月２８日（金）
までに返信用封筒での郵送にご協力をお願いします。

※健診日程や内容等の詳細は、希望調査票に同封の『健康カレンダー』をご覧ください。

問健康増進課　健康企画・地域医療担当　☎３２‐５０１４

６５歳 昭和３１年４月２日生～昭和３２年４月１日生

７０歳 昭和２６年４月２日生～昭和２７年４月１日生

７５歳 昭和２１年４月２日生～昭和２２年４月１日生

８０歳 昭和１６年４月２日生～昭和１７年４月１日生

８５歳 昭和１１年４月２日生～昭和１２年４月１日生

９０歳 昭和　６年４月２日生～昭和　７年４月１日生

９５歳 大正１５年４月２日生～昭和　２年４月１日生

１００歳 大正１０年４月２日生～大正１１年４月１日生
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児童手当、児童扶養手当及びひとり親家
庭医療費助成制度の受給者の方へ
毎年６月は児童手当、８月は児童扶養手当・ひとり
親家庭医療費助成制度の現況届（更新手続き）の時
期です。
　現況届では、対象者の前年所得の確認が必要となっ
ています。未申告の場合は期日に手当等が支給され
ないことがありますので、至急申告手続きをお願い
します。
問子育て支援課　児童福祉担当　☎３２‐５０８１

児童扶養手当額のお知らせ
児童扶養手当額は、毎年の消費者物価指数の変動に
応じて手当額を改定する物価スライド制がとられて
います。
　２０２０年全国消費者物価指数の実績値が対前年比
０. ０％であったことを踏まえ、令和３年度の手当
額は改定されません。（令和２年度と同額）
　令和３年４月分（５月支給分）からの手当額は次の
とおりです。
◦児童１人の場合
　全部支給　４３，１６０円
　一部支給　４３，１５０円～１０，１８０円
◦児童２人目の加算額
　全部支給　１０，１９０円
　一部支給　１０，１８０円～５，１００円

：日付　 ：時間　 ：場所　 ：料金　 ：対象　 ：内容　 ：持ち物　㊡：休館　問：問合せ

◦児童３人目以降の加算額
　全部支給　６，１１０円
　一部支給　６，１００円～３，０６０円
問子育て支援課　児童福祉担当　☎３２‐５０８１

児童センター・イベント【申込不要・無料】
◦東雲ふれあい親子館　☎４４ ‐ ３７２３
ベビーマッサージ＆足型
　～親子でリラックスして肌のふれあいを楽しもう～
５月１３日（木）　 午前１０時３０分～
１歳ぐらいまでのお子さんと保護者　 バスタオル

◦塩山北児童センター　☎３３ ‐ ７８００
ベビースキンケア（紫外線ＵＶケア）
　～肌のトラブル解決！季節に合わせたスキンケア～
５月２７日（木）　 午前１０時３０分～
１歳ぐらいまでのお子さんと保護者　 バスタオル

甲州市児童センター「こどもまつり」
について
毎年５月に東雲ふれあい親子館で開催している甲州
市児童センター「こどもまつり」は、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため、５月には行いません。
　今後の感染状況によって、延期または中止を決定し、
お知らせします。
問子育て支援課　児童福祉担当　☎３２‐５０８１

忙しい毎日に少しの工夫でお子さんとふれあい時間
　「家事や仕事に追われ、子どもと関わる時間がない」という悩みを乳幼児健診などでお聞きします。共
働きのご家庭も増えており、時間がいくらあっても足りない！と感じながら子育てされている方は多い
のではないでしょうか。お子さんとふれあう時間を少しでも持てる工夫についてご紹介します。

問健康増進課　健康づくり担当　☎３３ ‐ ７８１１

お子さんとふれあえる時間がもてる子育てポイント
☆優しい抱っこでお子さんの気持ちも安らぎます
　短時間でもお子さんの目をみながらの優しい抱っこはお子さんの気持ちも安らぎ、親子の大切なスキン

シップの時間になります。
☆遊びながら「お手伝い」
　少し大きくなったお子さんには、一緒に洗濯物をたたむ、粘着カーペットクリーナーなどを使って掃除し

てもらうなどのお手伝いにチャレンジしてみましょう。お子さんも楽しく家事に参加でき、ふれあいの時
間にもなります。

☆周囲の力を借りて、感謝の気持ちを伝えあいましょう
　皆で協力して家事をしたり、周囲の力を借りましょう。「ありがとう」「助かったよ」等、お互いにねぎら

いの言葉をかけあい、家族で気持ちの良い時間を過ごしましょう。
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赤ちゃんすくすく支援事業について

里帰り出産時のベビー用品貸出期間が変わります！ 
　市では保護者の経済的負担を軽くし、乳幼児期のお子さんたちのすこやかな成長と子育て環境の向上
を支援するため、子育て家庭向けに、ベビー用品の無料貸出しを行っています。
　これまで祖父母からの申込みの場合、貸出期間は生後２ヵ月前まででしたが、生後３ヵ月前までと延
長されます。
　里帰り出産により、祖父母等の親族の元に乳児が居住する際には、ぜひご利用ください。（※里帰り出
産の場合に限ります。一時帰省等の場合は利用できません。）
　貸出期間等は次の表のとおりです。

申込ができる方
（１） 甲州市に住民登録のある保護者
（２） 甲州市に住民登録のある祖父母等（親族）
※お子さんが里帰り出産のために居住する場合に限られます。

貸
出
品

ベビーベット 出産予定日の１週間前 ～ 満１歳の誕生日前まで
※祖父母等からの申込みの場合、生後３ヵ月前までとなります。ベビーシート

ベビーバス 出産予定日の１週間前 ～ 生後３ヵ月前まで
貸出台数 対象児 1 人につき 1 台

申込方法 （１） 出産予定日１ヵ月前から申込みいただけます
（２） 申込書に記入・捺印の上、母子手帳を添えて提出してください

申込窓口 子育て支援課、各支所の市民福祉・地域担当

問子育て支援課　児童福祉担当　☎３２ ‐ ５０８１

　甲州市では、新型コロナウイルス感染の
不安の解消と、感染拡大防止を図ることを
目的とし、自発的に PCR 検査等を受けた方
に対し、その検査費用を補助します。

●対象者
　市内に住所を有し、東京都・埼玉県・千葉県・神奈
川県内のまん延防止等重点措置の対象区域に通勤・
通学し、下記の期間に自発的に、自費により感染症
検査（PCR検査、抗原定量検査）を受けた方。

●補助対象期間
　東京都：令和３年４月１２日（月）～令和３年５月
１１日（火）
　埼玉県・千葉県・神奈川県：令和３年４月 20日（火）
～令和３年５月１１日（火）

●対象区域
　東京都：２３区と武蔵野市、立川市、八王子市、町
田市、調布市、府中市
　埼玉県：さいたま市、川口市
　千葉県：市川市、船橋市、松戸市、柏市、浦安市
　神奈川県：横浜市、川崎市、相模原市
●補助額
　感染症検査に要した経費（１回あたり１万５，０００
円を上限とし、２回まで）

●申請書類
　①申請書		
　②感染症検査領収書		
　③対象区域に通勤・通学していることを証する書類
　④口座振り込み先がわかる書類		
　⑤検査結果のわかる書類
※上記内容は４月２０日現在のものであり、変更する
場合があります。詳細はお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症検査費用の補助について

問健康増進課　健康企画・地域医療担当　☎３２ ‐ ５０１４
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　新型コロナウイルスの感染拡大を受け１月から中止していました「いきいき健幸教室」を、感
染防止対策を徹底した上で５月から再開します。教室を中止していた冬場は、寒さに加え、新型
コロナウイルスの影響で例年より外出の機会が減少した方が多かったのではないでしょうか。
　身体を動かす機会が減少するとフレイル（「健康」と「要介護」の中間の段階）が進行し、転倒・
骨折等のリスクが高くなることによって要介護状態に至りやすくなります。いつまでも自分らし
くいきいきとした生活がおくれるよう「感染予防対策と身体活動量の維持」のバランスがとても
大事になります。暖かくなり体を動かす機会も多くなっているかと思いますが、教室では怪我防
止や疲れにくい体づくりのポイントを健康運動指導士の先生がわかりやすくお伝えします。この
機会に仲間と一緒に参加してみませんか。

●対象：市内在住の６５歳以上の方

●日時：毎月１回
　　　　午後１時３０分～３時　または
　　　　午後２時～３時３０分

（令和３年度から会場によって開
催時間が異なるため、詳細は情
報カレンダーでご確認ください）

●会場：市内１２会場（定員あり）

●送迎：会場により一部送迎あり

●事前申込制（先着順）：
申込先は、各会場の受託事業所です。申込期間は、開催日２週間前から５日前までになります
ので、事前に介護支援課へお問い合わせください。（申し込みのない方は当日参加できませんの
でご注意ください）
※開催日や定員は、情報カレンダーをご確認ください。ＣＡＴＶ「家庭でできる筋力アップ体操」
もあわせてご覧ください。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況等によって、実施時間の変更または中止となる場合があり
ます。

問介護支援課　介護予防担当　☎３４ ‐ ５４３４

「いきいき健幸教室」を再開します
～自粛生活や畑仕事などで疲れた体を

仲間と一緒にリフレッシュしてみませんか？～

3 密を避け、
マスク着用のもと実施！
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国民年金保険料は
納付期限までに納めましょう
　国内に住所がある方が２０歳になると、厚生年金・
共済年金以外の方は国民年金へ加入となります。
令和３年４月分から令和４年３月分までの国民年金
保険料は、月額１６，６１０円です。保険料は、日
本年金機構から送られる納付書により、金融機関、
郵便局、コンビニで納めることができます。また、
クレジットカードによる納付やインターネット等を
利用しての納付、便利でお得な口座振替もあります。

■保険料の「免除制度」があります
　所得が少ないときや失業等により保険料を納める
ことができない場合には、本人の申請によって、
保険料の納付が免除される制度があります。また、
所得の少ない学生の方で、保険料を納めることが
困難な場合は、国民年金保険料の納付を先送り（猶
予）できる制度「学生納付特例制度」が利用でき
ます。
　保険料を納められないときはそのままにせず、免
除・納付猶予を申請しましょう。

①免除（全額免除・一部免除）申請
　本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定
額以下の場合や失業等の事由がある場合に、保険
料が全額免除または一部免除となります。

②納付猶予申請
　５０歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年
所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。

③学生納付特例申請
　学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、
納付が猶予されます。

■免除・納付猶予制度のメリット
・病気やけがで障害が残ったときも障害基礎年金を
受け取ることができます。
・年金を受け取るために必要な期間（受給資格期間）
に算入されます。

■保険料が未納で、手続きを何もしなかったら・・・
・未納のまま放置すると、病気やけがで障害が残っ
たときの年金が受け取れなくなる可能性がありま
す。
・老後に受け取る年金額も少なくなります。

■手続きについて
　詳しい手続きや相談などは戸籍住民課国保・年金
担当または甲府年金事務所で行っています。

問戸籍住民課　国保・年金担当
　☎３２ ‐ ２１１１（内１０２２・１０２３）
問甲府年金事務所
　☎０５５ ‐ ２５２ ‐ １４４１（代）

●「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」はこのように違います。

納付 全額免除 一部免除 納付猶予
学生納付特例 未納

老齢・障害・遺族基礎年金
の受給資格期間への算入 ◯ ◯ ◯ ◯ ×

老齢基礎年金額への反映 ◯ △（※）

（一部反映）
△（※）

（一部反映） ×（※） ×

※保険料を１０年以内に納付（追納）すると年金額に反映されます。

７月から下水道使用料が改定されます
　本市の下水道事業の運営については、利用者の皆様方の負担を考え、経費削減等を進め、可能な限
り現状維持の状態を続けてきました。
　しかしながら、市民の皆様の福祉、健康増進、学校教育などの市政全体を見据えますと、一般会計
からの繰入金を抑制しなければならない状況にあり、受益者負担の原則と公平性を鑑みる中で、令和
３年１月１３日に下水道事業審議会から下水道使用料の改定について答申を受け、令和３年３月議会
において甲州市下水道使用料条例及び甲州市浄化槽の整備に関する条例の改正が可決されました。
　つきましては、７月１日（１０月請求分）から下水道使用料を改定させていただきます。ご利用の
皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解をお願いいたします。

問上下水道課　下水道担当　☎３２ ‐ ５０７８
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問介護支援課　介護保険担当　☎３２ ‐ ５０６６

2021 年度～ 2023 年度（令和 3 年度～令和５年度）

介護保険料が
変わりました。

６５歳以上の方の保険料（基準額の決まり方）

　介護保険料は介護保険事業計画とともに、３年ごとに見直されます。
　市では、高齢化が進み、多様化する介護ニーズへの対応を積極的に図るため、令和３年度から
の３年間を期間とする「高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」を策定し、介護保険料を改
定しました。
　今回の料金改定のもととなる介護保険事業計画は、「育んできた馴染みの人間関係や居住環境
の中で、高齢者が健康でいきいきと、安心して暮らすことができる地域づくり」を基本理念とし
ています。高齢者が自ら健康づくりに努め、地域社会において健康でいきいきと活躍し、医療

や介護が必要になっても、それまで育んできた馴
染みの人間関係や居住環境の中で、ご自身のペー
スで気楽にかつ、安心して人生の最後まで過ごせ
るよう、高齢者を含めた多様な主体が支え合う地
域づくりを進めていく計画となっています。
　介護保険制度は、老後における最大の不安要因
である介護の問題を社会全体で支えています。
　被保険者の皆さんにご負担いただく介護保険料
は、制度を運営するうえで、大切な役割を担って
います。
　介護保険制度への深いご理解と介護保険料の納
付にご協力をお願いします。

× ÷ ＝
甲州市で必要
な介護サービ
スの総費用　

（年額）

65 歳以上
の方

の負担分
23％

甲州市に
住む

65 歳以上
の方の人数

基準額
（年額）

71,500 円

介護保険の財源内訳

公費（税金）
国・県・市
50％

65 歳以上の
方の保険料

23％

40 歳～ 65 歳
の方の保険料

27％
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段階 対象者となる方 料率 保険料（年額）

第１段階
・生活保護受給者の方
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
・世帯全員が市民税非課税で、前年の本人の合計所得金額

と課税年金収入額の合計が８０万円以下の方

基準額
×０．５

※軽減措置
２１，５００円

第２段階
・世帯全員が市民税非課税で、前年の本人の合計所得金額

と課税年金収入額の合計が８０万円を超え１２０万円以
下の方

基準額
×０．７５

※軽減措置
３５，８００円

第３段階 ・世帯全員が市民税非課税で、前年の本人の合計所得金額
と課税年金収入額の合計が１２０万円を超える方

基準額
×０．７５

※軽減措置
５０，１００円

第４段階
・世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非

課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
８０万円以下の方

基準額
×０．９ ６４，３００円

第５段階
・世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非

課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
８０万円を超える方

基準額
×１．０ ７１，５００円

第６段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
　１２０万円未満の方

基準額
×１．２ ８５，８００円

第７段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
　１２０万円以上２１０万円未満の方

基準額
×１．３ ９２，９００円

第８段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
　２１０万円以上３２０万円未満の方

基準額
×１．５ １０７，２００円

第９段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
　３２０万円以上５００万円未満の方

基準額
×１．７ １２１，５００円

第１０段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
　５００万円以上７００万円未満の方

基準額
×１．８ １２８，７００円

第１１段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
　７００万円以上９００万円未満の方

基準額
×１．９ １３５，８００円

第１２段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
　９００万円以上１，１００万円未満の方

基準額
×２．０ １４３，０００円

第１３段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
　１，１００万円以上の方

基準額
×２．１ １５０，１００円

※第１段階～第３段階については、公費による低所得者保険料負担軽減措置により保険料が減額されています。
　第１段階　３５，７００円　⇒　軽減後　２１，５００円
　第２段階　５３，６００円　⇒　軽減後　３５，８００円
　第３段階　５３，６００円　⇒　軽減後　５０，１００円

※「合計所得金額」とは収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除
など所得控除をする前の金額です。介護保険では、上記所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る
特別控除額」を控除した額を用います。

2021 年度～ 2023 年度（令和 3 年度～令和 5 年度）
甲州市第 8 期介護保険料の基準額 71,500 円（年額）
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市民提案型協働のまちづくり支援制度
令和３年度の支援事業を募集　※補助金交付

●市民提案型協働のまちづくり支援制度
本制度は、地域の問題や課題を市に要望するのではなく、皆さんの身近なアイデアや気づき、その解決策を市
に提案していただき、市と一緒に解決に向けて活動していただくものです。提案いただいた事業の中から市と
協働で実施するにふさわしい事業を選び、支援の限度額を１事業２０万円以内として、毎年度予算の範囲以内
で実施するものです。

●次の事業について提案を募集します
 ①市の事務事業のうち協働事業として実施することが適当な事業 
 ②地域のまちづくりの推進を図る事業 
 ③地域の保健、医療または福祉の増進を図る事業 
 ④地域の環境の保全を図る事業 
 ⑤地域の教育・文化・スポーツの振興を図る事業 
 ⑥地域の国際化の推進を図る事業 
 ⑦地域の安全を図る事業 
 ⑧その他地域の活性化や振興に資するものと市長が認める事業 
※令和４年３月までに実施し、完了する事業が対象です。

●事業提案は自由にテーマが設定できます
社会的課題、地域課題等の解決に向けた想いやアイデアを、市民、市民活動団体、ＮＰＯ法人および行政区等
から提案を受けて、提案団体と市が共通の目的を持って選考された提案事業を協働で実施することにより、そ
の相乗効果が認められる公益性の高い事業に対して補助金を交付します。

■募集期間　９月３０日（木）まで

■応募方法　市民提案型協働のまちづくり事業補助金申請書ほか添付書類を提出してください。
※申請書は市民生活課窓口に用意しています。また、甲州市ホームページからもダウンロードできます。

■選考方法　①一次審査（書類審査）　②二次審査（選考委員会、プレゼンテーション）
※必要に応じ、面接で団体代表、事務担当者から説明をいただく場合があります。

問市民生活課　市民参画・協働担当　☎３２ ‐ ５５８３

これまでの協働のまちづくり事業の紹介
◎山村打ちばやし活性化事業（山村打ちばやし保存会／文化財課）
　「打ちばやし」という伝統の継承と世代間や地域間を超えてのコミュニティの場として打ちばやしを活用

し、地域活性化が図られました。また、パンフレットの作成や練習への参加・見学などにより、歴史的価
値や地域資源が周知されました。

◎菱山地区小丸山周辺整備事業（菱山１区／文化財課）
　小丸山は菱山地区において、伝統的な祭事行為の継承と地域コミュニケーション活動の大切な拠点です。

小丸山周辺の整備（参道・樹木・石碑整備）を行い、地域住民や観光客などが安全に訪れることができる
環境を整えました。

◎虹に会える街道の創造（やまなし土木施設環境ボランティア甲州・大藤花回廊／建設課）
　フルーツライン沿線の果樹園等の空地を観光資源として有効活用し、ジャーマンアイリスを植栽しました。

初夏～夏の観光客増加や果樹栽培への理解と交流を促進し、地域活性化が図られました。
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農振除外申出の受付について
　農業振興地域の整備に関する法律（以下「農振法」という。）に基づく農用地区域内の農地
を宅地等に転用する場合には、転用申請前に農振除外の手続きが必要となります。
　今年度は次のとおり個別案件の申出受付
を行います。

■申出受付期間
　６月７日（月）～２４日（木）

■提出先
　農林振興課　農地担当
　午前８時３０分～午後５時１５分
　（土曜日・日曜日・祝日を除く）

■事前相談
　農振除外はすべての農地でできるわけではありません。除外できる可能性がある農地なの
か事前にご相談ください。
　また、申出書作成には時間がかかりますので、事前の相談はお早めにお願いします。

■対象の農地
　具体的な計画（住宅建築等）があり、他に代替する土地がなく、除外後１年以内に転用申
請するものについて、集団的農用地や農業振興計画への支障がない必要最小限の農地で、
おおむね１０, ０００㎡未満の申出を対象とします。

※除外は必要最小限ですので、計画に必要な面積を算出してください。

■申出書類
　申出書は農林振興課に用意しています。
　また、甲州市ホームページからもダウンロードできます。

■注意事項
◎宅地や雑種地、すでに除外されている農地等を所有している場合はそちらの土地を使用す
ることが優先となります。
　また、所有の除外されている農地のうち、農振農用地へ編入可能な農地は編入させていた
だきます。
◎土地基盤整備・土地改良事業等（畑地帯総合整備事業など）の受益に係る地区内の農地に
ついては、事業が完了した翌年度から起算して８年間は除外できません。
　畑かん加入地は、移設等について笛吹川沿岸土地改良区等との協議がなければ受け付けら
れません。
◎その他の詳細については、農林振興課までお問い合わせください。
※申出した農地が必ず除外できるとは限りませんので、ご承知おきください。
※すでに除外されている農地の農振農用地への編入のみでも受け付けます。

問農林振興課　農地担当　☎３２ ‐ ５０９２
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●募集店舗
　市内店舗（小売店、サービス業など）

●条件
　次の①、②のどちらかに該当すること。
　①５００円相当のポイント利用券が利用可能な店舗
　※甲州市商工会加入店に限る
　②野菜たっぷりメニュー、バランスメニューが提供できる店舗
　※野菜たっぷりメニューは１食に１２０ｇの野菜、きのこ類を使用しているもの
　　バランスメニューは主食、主菜、副菜がそろっている定食やセットメニュー

●募集締切日　５月２０日（木）

問健康増進課　健康企画・地域医療担当　☎３２ ‐ ５０１４

建 設 課 か ら の お 知 ら せ
◎甲州市木造住宅耐震化事業について
市では、昭和５６年５月以前に建築された木造住宅にお住まいの方を対象に、「甲州市耐震改修促進
計画」に基づき、耐震診断および耐震改修工事等を行う事業費の一部に補助金を交付しています。

◎甲州市ブロック塀等安全確保対策支援事業について
市では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による災害を防止するため、避難路または通学
路に面した危険性の高いブロック塀等について、除去または耐震改修工事を行う方に対して、補助
金を交付しています。
※いずれも補助金交付には、事業開始前の申請が必要となりますので、申請方法、事業対象要件等に
ついて、事前にお問い合わせください。

問建設課　住宅・用地管理担当　☎３２ ‐ ５０７１

　甲州市では、健康づくりに取り組みやすい環境づくりを進
め、元気でいきいき暮らせることを目指し「健幸ポイントこ
うしゅう」を実施しています。
　事業実施にあたり、協賛店として特典となるポイント利用
券が利用可能な店舗や、野菜を多く使っているメニューなど
をご提供いただける飲食店を募集します。

健幸ポイントこうしゅう

協賛店募集
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市民教養講座「春休み☆親子で考えるゲーム・
スマホ・インターネット依存の対処法」を開催
　３月２７日、甲州市中央公民館で市民教養講座「春休
み☆親子で考えるゲーム・スマホ・インターネット依存
の対処法」を開催しました。甲州市在住の石黒仁氏（山
梨県社会教育委員）を講師に迎え、親子７組１４名が参
加しました。講座では、インターネットやスマホの使い
過ぎによる脳への影響や、依存症の症状等が紹介され、
参加者からは、「スマホが脳に与える具体的な影響を知
ることができてよかった。」などの声が聞かれました。

大菩薩峠登山の
安全を祈願
　４月７日、甲州市観光協会と大菩薩観光協会は、
雲峰寺で大菩薩山開き「介山祭」を開催しました。
この介山祭は、長編時代小説「大菩薩峠」で知られ
る作家・中里介山の冥福を祈るとともに、登山者の
無事故や安全を祈願し、昭和３１年から行われてい
ます。市観光協会の樋口副会長は、「大菩薩連嶺の
安全とともに、新型コロナウイルスの早期収束も祈
願したい」と話していました。

こんにちは！
青少年育成カウンセラーです
　４月から甲州市青少年育成カウンセラーに甘利志

し

賀
が

峰
ね

氏が就任しました。
　学校生活、友人関係、非行、家庭や家族・親子の
悩み、就職・進学、将来のことなど青少年の悩みや
問題行動に関する相談を受け付けています。どうぞ
お気軽にご相談ください。
問生涯学習課社会教育担当　☎３２ ‐ ５０９７
　o s-gakushu@city.koshu.lg.jp

「愛の鈴」を
新小学１年生に配布
　甲州地区更生保護女性会は、市内小学校の新１年
生に「愛の鈴」を配布しました。
　「子どもたちが犯罪や非行、交通事故等にあわず
に、明るく心に愛を持って、大きく成長していって
ほしい」という願いを込めて作成し、毎年配布して
います。
　受け取った子供たちは、早速ピカピカのランドセ
ルに取り付けてお互いに見せ合っていました。
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　　イベント　　講座・募集　　介護・福祉　　健康　　保険・税　　お知らせ　　
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者
一
人
に
つ

き
１
台
で
す
。
普
通
自
動
車
で
減
免
を

受
け
る
場
合
は
、
軽
自
動
車
税
の
減
免

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、

タ
ク
シ
ー
券
交
付
と
の
併
用
も
で
き
ま

せ
ん
。

問
税
務
課　
市
民
税
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１

　
（
内
１
４
１
１
～
１
４
１
３
）

固定資産税・都市計画税第１期
お よ び 軽 自 動 車 税 の
納 期 限 に つ い て

５月３１日（月）が納期限です。
納め忘れのないようご注意ください。

※口座振替の方は、５月３１日（月）に引き落とされ
ますので、前日までに残高をご確認ください。
※納税相談を収納課窓口で随時行っています。

問収納課　収納担当　☎３２ ‐ ５０７４

　トラクター、農耕用薬剤散布車（ＳＳ）などの
小型特殊自動車は、公道走行の有無や使用の有無
に関わらず、軽自動車税の課税対象となるため、
所有していればナンバー登録と納税義務が発生し
ます。
　現在、車両を所有しているがナンバー登録して
いない方や新たに小型特殊自動車を取得した方は、
税務課でナンバー登録を行ったうえでのご利用を
お願いします。

●登録に必要なもの
・所有者および使用者の印鑑
・販売証明書
・委任状（別世帯の方が届出する場合）
・届出者の身分証明書
※車両を所有している方で販売証明書がない場合は、

車体番号の写真、石刷り等の車体番号が確認でき
るものをご持参ください。

問税務課　市民税担当
　☎３２ ‐ ２１１１（内１４１１～１４１３）

小型特殊自動車のナンバー登録について
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：日付　 ：時間　 ：場所　 ：料金　 ：対象　 ：内容　 ：持ち物　㊡：休館　問：問合せ

税
務
課
資
産
税
担
当
か
ら
の

お
知
ら
せ

◎
固
定
資
産
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
が
で
き
ま

す
◦
縦
覧
制
度
と
は

　
自
己
の
固
定
資
産
の
評
価
額
が
適
正
で

あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
、

他
の
類
似
し
た
固
定
資
産
の
評
価
額
と

比
較
が
で
き
る
制
度
で
す
。

◦
縦
覧
で
き
る
方

　
甲
州
市
内
に
所
在
す
る
固
定
資
産
税
の

納
税
義
務
者
（
相
続
人
を
含
む
）
と
そ

の
同
居
家
族
お
よ
び
納
税
管
理
人
な
ら

び
に
委
任
状
の
あ
る
代
理
人
の
方

◦
縦
覧
の
際
に
必
要
な
も
の

　
本
人
確
認
書
類
（
納
税
通
知
書
、
運
転

免
許
証
等
）、
印
鑑

※
相
続
人
の
方
は
相
続
権
が
わ
か
る
書
類

（
戸
籍
謄
本
等
）、
代
理
人
の
方
は
委
任

状
◦
縦
覧
帳
簿
記
載
内
容

　
土
地
の
地
番
・
地
積
・
価
格
等
、
家
屋

の
所
在
・
家
屋
番
号
・
床
面
積
・
価
格

等
◦
縦
覧
期
間

　
５
月
31
日
（
月
）
ま
で

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く
。

◦
縦
覧
場
所

・
市
役
所
本
庁
舎　
税
務
課

・
市
役
所
勝
沼
支
所
・
大
和
支
所

問
税
務
課　
資
産
税
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１

　
（
内
１
４
２
２
・
１
４
２
３
）

軽
自
動
車
税
納
税
証
明
書

（
車
検
用
）
に
つ
い
て

軽
自
動
車
税
納
税
証
明
書
（
車
検
用
）

の
令
和
２
年
度
分
の
有
効
期
限
は
、
５

月
30
日
（
日
）
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
そ
れ
以
降
は
、
令
和
３
年
度
軽
自
動
車

税
納
税
証
明
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
口
座
振
替
の
方
お
よ
び
ク
レ
ジ
ッ
ト
収

納
、
ス
マ
ホ
収
納
の
方
で
車
検
が
必
要

な
車
両
に
つ
き
ま
し
て
は
、
６
月
中
旬

以
降
に
納
税
証
明
書
（
車
検
用
）
を
順

次
発
送
し
ま
す
。

　
発
送
前
に
納
税
証
明
書
（
車
検
用
）
が

必
要
な
方
の
う
ち
口
座
振
替
の
方
は
、

金
融
機
関
か
ら
口
座
振
替
結
果
が
届
く

５
月
31
日
（
月
）
～
６
月
２
日
（
水
）

ま
で
の
間
、
軽
自
動
車
税
の
引
き
落
と

し
額
が
記
帳
さ
れ
た
通
帳
を
ご
持
参
い

た
だ
き
、
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
か

ら
の
発
行
と
な
り
ま
す
。
そ
の
際
は
お

時
間
を
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
時
間
に
余
裕
を
持
っ
て
ご
来
庁
く

だ
さ
い
。

※
車
検
は
、
車
検
有
効
期
限
の
１
ヵ
月
前

か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

日
程
調
整
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
収
納
課　
収
納
担
当

　
☎
32
‐
５
０
７
４

市
役
所
本
庁
舎
・
コ
ン
ビ
ニ
で
の

証
明
書
自
動
交
付
機
の
停
止

４
月
30
日
（
金
）
午
後
11
時
か
ら
５
月

６
日（
木
）午
前
６
時
30
分
ま
で
の
間
、

シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、
市

役
所
本
庁
舎
お
よ
び
コ
ン
ビ
ニ
で
の
証

明
書
自
動
交
付
機
を
停
止
し
ま
す
。

　
ご
利
用
の
皆
さ
ま
に
は
、
ご
迷
惑
を
お

か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
戸
籍
住
民
課　
住
民
記
録
・
戸
籍
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１

　
（
内
１
０
１
１
～
１
０
１
７
）

休
日
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

関
係
の
手
続
き
が
で
き
ま
す

５
月
22
日
（
土
）

午
後
１
時
～
５
時

市
役
所
本
庁
舎　
戸
籍
住
民
課

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
、
受
取

り
、更
新
、暗
証
番
号
の
変
更・初
期
化
、

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
予
約
・
申
し
込
み

◦
予
約
方
法

　
５
月
21
日
（
金
）
午
後
５
時
ま
で
に
お

電
話
に
て
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

※
持
ち
物
等
は
ご
予
約
時
に
説
明
し
ま

す
。

問
戸
籍
住
民
課　
住
民
記
録
・
戸
籍
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
１

道
路
敷
に
は
み
出
し
た
樹
木
等

の
適
正
管
理
を
お
願
い
し
ま
す

私
有
地
か
ら
道
路
に
は
み
出
し
た
樹
木

等
は
、
通
行
の
支
障
と
な
る
だ
け
で
な

く
、
歩
行
者
や
通
行
車
両
の
事
故
等
に

つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
は
、
樹
木
の

所
有
者
が
賠
償
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
伐
採
や
枝
切
り
な

ど
適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
建
設
課　
道
路
維
持
・
河
川
担
当

　
☎
32
‐
５
０
７
１

　若者の市内定住促進を図るため、甲州市か
ら県外の大学等へ通学する学生の皆さんの、
通学定期購入費の一部を補助します。

●対象期間　令和３年４月１日～令和４年３月３１日
●補 助 額　通学定期券購入費の半額（月額上限１０，０００円）
●対　　象　市内に住所を有し、県外の大学等に通学している方
　　　　　　（※学校教育法に定める大学院、大学、高等専門学校、専修学校および各種学校）
※その他要件がありますので、詳細は市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください）
●申請期日　令和３年９月３０日（木）まで

問政策秘書課　地域未来戦略室　☎３２ ‐ ５０３７

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載している相談会等が延期・中止となる場
合があります。なお、参加にあたりましては事前検温およびマスクの着用をお願いします。

鉄道利用者通学支援補助金
申請
受付

完
全
予
約
制
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障
害
年
金
を
ご
存
じ
で
す
か
？

公
的
年
金
制
度
で
は
、
若
い
と
き
に
公

的
年
金
制
度
に
加
入
し
て
保
険
料
を
納

め
続
け
る
こ
と
で
、
病
気
や
け
が
に

よ
っ
て
生
活
や
仕
事
が
制
限
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
場
合
、
生
活
の
安
定
が
損

な
わ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
目
的
と
し

て
、
障
害
年
金
の
制
度
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
障
害
年
金
を
ご
存
じ
で
な
く
、
障
害
年

金
を
請
求
す
れ
ば
受
給
で
き
る
可
能
性

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
請
求

を
行
っ
て
い
な
い
方
が
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
障
害
年
金
に
つ
い

て
紹
介
し
ま
す
。

◎
障
害
年
金
の
種
類

　
障
害
年
金
に
は
、
障
害
基
礎
年
金
と
障

害
厚
生
年
金
が
あ
り
ま
す
。
受
け
取
る

年
金
の
種
類
は
、
障
害
の
原
因
と
な
っ

た
病
気
や
け
が
で
、
初
め
て
医
師
の
診

療
を
受
け
た
日
（
初
診
日
）
の
時
点
で

加
入
し
て
い
る
年
金
制
度
に
よ
り
異
な

り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
以
下
の
よ
う

に
請
求
で
き
ま
す
。

①
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
た
場
合
は

　
「
障
害
基
礎
年
金
」

②
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
た
場
合
は

　
「
障
害
厚
生
年
金
」

※
初
診
日
に
20
歳
前
ま
た
は
60
歳
か
ら
65

歳
ま
で
の
年
金
未
加
入
期
間
中
の
方

は
、障
害
基
礎
年
金
が
請
求
で
き
ま
す
。

・
主
な
障
害
年
金
の
対
象
と
な
る
病
気
や

け
が

◦
外
部
疾
患　
眼
、
聴
覚
、
肢
体
（
手
足

な
ど
）
の
障
害
な
ど

◦
精
神
障
害　
統
合
失
調
症
、
う
つ
病
、

認
知
障
害
、
て
ん
か
ん
、
知
的
障
害
、

発
達
障
害
な
ど

◦
内
部
疾
患　
呼
吸
器
疾
患
、
心
疾
患
、

腎
疾
患
、
肝
疾
患
、
血
液
・
造
血
器
疾

患
、
糖
尿
病
、
が
ん
な
ど

◎
受
給
要
件

　
障
害
基
礎
年
金
・
障
害
厚
生
年
金
を
受

け
る
た
め
に
は
、
次
の
３
つ
の
要
件
を

す
べ
て
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

①
初
診
日
に
、
年
金
に
加
入
し
て
い
る
こ

と
　
初
診
日
に
年
金
に
加
入
し
て
い
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

※
初
診
日
に
20
歳
前
ま
た
は
60
歳
か
ら
65

歳
ま
で
の
年
金
未
加
入
期
間
中
の
方

は
、障
害
基
礎
年
金
が
請
求
で
き
ま
す
。

②
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と

　
障
害
認
定
日
（
原
則
、
初
診
日
か
ら
１

年
６
か
月
を
経
過
し
た
日
〈
初
診
日
が

20
歳
前
の
方
は
、20
歳
に
達
し
た
と
き
。

障
害
認
定
日
が
20
歳
以
降
の
と
き
は
障

害
認
定
日
〉）
ま
た
は
65
歳
に
達
す
る

ま
で
に
、
一
定
の
障
害
状
態
に
あ
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

③
一
定
の
保
険
料
を
納
付
し
て
い
る
こ
と

　
初
診
日
の
前
日
に
お
い
て
、
初
診
日
の

属
す
る
月
の
前
々
月
ま
で
の
被
保
険
者

期
間
の
う
ち
、
保
険
料
納
付
済
期
間
と

保
険
料
免
除
期
間
を
合
算
し
た
期
間
が

３
分
の
２
以
上
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
直

近
の
１
年
間
に
保
険
料
の
未
納
期
間
が

な
い
こ
と
が
必
要
で
す
。

◎
年
金
額

　
障
害
年
金
の
額
は
、
初
診
日
の
時
点
で

加
入
し
て
い
た
年
金
や
、障
害
の
程
度
、

配
偶
者
の
有
無
や
子
ど
も
の
人
数
な
ど

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

①
障
害
基
礎
年
金

　
障
害
基
礎
年
金
の
年
間
支
給
額
は
、
１

級
障
害
は
９
７
６
，
１
２
５
円
、
２
級

障
害
は
７
８
０
，
９
０
０
円
で
、
18
歳

到
達
年
度
末
日
の
間
に
あ
る
子
（
ま
た

は
障
害
の
状
態
に
あ
る
20
歳
前
の
子
）

が
い
る
場
合
は
、
そ
の
人
数
に
応
じ
て

一
定
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

②
障
害
厚
生
年
金

　
障
害
厚
生
年
金
の
年
間
支
給
額
は
、
厚

生
年
金
加
入
期
間
の
報
酬
額
と
加
入
期

間
で
算
出
さ
れ
、
１
級
障
害
は
報
酬
等

に
比
例
し
た
年
金
額
の
１
．
２
５
倍
、

２
級
、
３
級
障
害
は
報
酬
等
に
比
例
し

た
年
金
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
１
級
障
害
、
２
級
障
害
の
障
害

厚
生
年
金
を
受
け
ら
れ
る
方
に
は
、
配

偶
者
加
算
が
さ
れ
る
ほ
か
、
あ
わ
せ
て

障
害
基
礎
年
金
も
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
障
害
者
手
帳
の
等
級
と
は
異
な
り
ま
す
。

※
年
金
額
は
令
和
３
年
度
の
額
で
す
。

◎
請
求
手
続
き

　
障
害
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
本

人
ま
た
は
家
族
に
よ
る
年
金
請
求
手
続

き
が
必
要
で
す
。

①「
障
害
基
礎
年
金
」
の
請
求
手
続
き
先

　
市
役
所
戸
籍
住
民
課
国
保
・
年
金
担
当

ま
た
は
甲
府
年
金
事
務
所

②「
障
害
厚
生
年
金
」
の
請
求
手
続
き
先

　
甲
府
年
金
事
務
所

問
戸
籍
住
民
課　
国
保
・
年
金
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１

　
（
内
１
０
２
２
・
１
０
２
３
）

問
甲
府
年
金
事
務
所

　
☎
０
５
５
‐
２
５
２
‐
１
４
３
１

行
政
相
談
委
員
の
委
嘱

４
月
１
日
付
け
で
総
務
大
臣
よ
り
、
雨

宮
修
さ
ん
（
塩
山
）、深
澤
告
さ
ん
（
勝

沼
）、
手
塚
か
よ
子
さ
ん
（
大
和
）
が
、

甲
州
市
担
当
の
行
政
相
談
委
員
に
委
嘱

さ
れ
ま
し
た
。
市
で
は
、
毎
月
行
政
相

談
所
を
開
設
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
市
民
生
活
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

人
権
擁
護
委
員
の
委
嘱

４
月
１
日
付
け
で
法
務
大
臣
よ
り
、
雨

宮
悦
子
さ
ん
（
大
和
）
が
、
人
権
擁
護

委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
の
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

問
市
民
生
活
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

返
し
き
れ
な
い
借
金
で

悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

甲
府
財
務
事
務
所
で
は
、
無
料
の
債
務

相
談
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　
相
談
内
容
に
よ
り
解
決
の
た
め
の
助
言

を
行
い
、
必
要
に
応
じ
法
律
専
門
家
を

紹
介
し
ま
す
。

※
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

◦
受
付
時
間

　
月
曜
日
～
金
曜
日
（
祝
日
は
除
く
）

・
午
前
８
時
30
分
～
正
午

・
午
後
１
時
～
４
時
30
分

問
財
務
省　
甲
府
財
務
事
務
所

　
債
務
相
談
窓
口

　
☎
０
５
５
‐
２
５
３
‐
２
２
６
１

　　イベント　　講座・募集　　介護・福祉　　健康　　保険・税　　お知らせ　　

予
約
不
要
・
無
料
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：日付　 ：時間　 ：場所　 ：料金　 ：対象　 ：内容　 ：持ち物　㊡：休館　問：問合せ

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載している相談会等が延期・中止となる場
合があります。なお、参加にあたりましては事前検温およびマスクの着用をお願いします。

ご
み
の
野
焼
き
は

法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

ご
み
の
野
焼
き
は
「
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、
一

部
の
例
外
を
除
き
原
則
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。

※
例
外
的
に
野
焼
き
が
認
め
ら
れ
て
い
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
近
隣
の
迷
惑
に
な

ら
な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
例
外
事
項

・
果
樹
園
か
ら
発
生
す
る
剪
定
枝
の
焼
却

・
災
害
復
旧
対
応
の
た
め
の
焼
却

・
ど
ん
ど
焼
き
な
ど
の
風
俗
習
慣
上
ま
た

は
宗
教
行
事
を
行
う
た
め
の
焼
却

・
た
き
火
そ
の
他
、
日
常
生
活
を
営
む
う

え
で
通
常
行
わ
れ
る
軽
微
な
焼
却
な
ど

◦
野
焼
き
を
行
う
場
合
の
注
意
事
項

・
近
隣
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る

・
着
火
し
た
ま
ま
現
場
を
離
れ
な
い
。

・
大
量
の
煙
が
出
な
い
よ
う
に
す
る
。

・
速
や
か
に
消
火
で
き
る
よ
う
、
水
バ
ケ

ツ
や
消
火
器
を
用
意
す
る
。

・
風
の
強
い
日
や
風
向
き
に
よ
っ
て
火
や

煙
が
周
囲
に
広
が
る
恐
れ
が
あ
る
場
合

は
中
止
す
る
。

問
環
境
政
策
課　
環
境
政
策
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１

　
（
内
２
４
６
２
）

犬
・
猫
の
飼
い
主
の
方
へ

◦
犬
を
飼
育
し
て
い
る
方
へ

・
狂
犬
病
の
予
防
注
射
は
お
済
み
で
し
ょ

う
か
。
年
に
一
度
の
予
防
接
種
が
法
律

で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

・
迷
い
犬
の
保
護
件
数
が
増
え
て
い
ま

す
。
飼
い
犬
が
迷
子
に
な
ら
な
い
よ
う

に
首
輪
、
鑑
札
、
狂
犬
病
注
射
済
証
を

つ
け
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

・
犬
の
放
し
飼
い
は
絶
対
に
し
な
い
で
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
散
歩
の
際
は
責
任
を

持
っ
て
糞
の
後
始
末
を
お
願
い
し
ま

す
。

◦
猫
を
飼
育
し
て
い
る
方
へ

・
猫
は
室
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。
放
し
飼

い
に
す
る
と
糞
や
い
た
ず
ら
で
周
囲
に

迷
惑
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
繁
殖
制
限
を
行
い
ま
し
ょ
う
。
子
猫
を

飼
え
な
い
場
合
は
、あ
ら
か
じ
め
去
勢・

不
妊
手
術
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
環
境
政
策
課　
環
境
政
策
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１

　
（
内
２
４
６
２
）

令
和
３
年
度

交
通
災
害
共
済
加
入
受
付
中

加
入
者
が
交
通
災
害
に
あ
っ
た
場
合

に
、
被
害
の
程
度
に
よ
っ
て
見
舞
金
が

支
給
さ
れ
る
相
互
共
済
制
度
で
す
。

　

掛
金
は
一
人
に
つ
き
年
間
５
０
０
円

で
、
共
済
期
間
は
４
月
１
日
（
中
途
加

入
の
場
合
は
、
そ
の
翌
日
）
か
ら
令
和

４
年
３
月
31
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
甲
州
市
に
住
所
を
有
し
、
住
民
基
本
台

帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
方
な
ら
、
ど
な

た
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

　
ご
家
族
そ
ろ
っ
て
の
ご
加
入
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

問
市
民
生
活
課　
市
民
生
活
担
当

　
　
　
　
　
　
☎
32
‐
５
０
６
８

　
勝
沼
支
所　
☎
44
‐
１
１
１
１

　
大
和
支
所　
☎
48
‐
２
１
１
１

県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校

能
力
開
発
講
座
等
の
ご
案
内

◦
６
月
開
催
予
定
講
座

・
会
計
実
務
の
基
礎

・
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
０
シ
リ
ー
ズ　
内
部
監

査
員
養
成
コ
ー
ス

・
社
会
保
険
実
務

・
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

技
能
検
定
３
級　
試
験
対
策
講
座

◦
７
月
開
催
予
定
講
座

・
は
じ
め
て
の
中
国
語

・
商
業
簿
記
３
級　
試
験
対
策
講
座
（
前

編
）

・
３
次
元
Ｃ
Ａ
Ｄ
入
門

※
講
座
内
容
、
日
程
、
定
員
、
受
講
料
、

申
込
方
法
等
の
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校

　
塩
山
キ
ャ
ン
パ
ス

　
☎
32
‐
５
２
０
２

山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会

能
力
開
発
セ
ミ
ナ
ー
の
ご
案
内

働
く
皆
さ
ん
の
職
業
能
力
や
人
材
を
育

成
す
る
た
め
、
各
種
講
座
を
開
催
し
て

い
ま
す
。

◦
認
定
職
業
訓
練
（
６
月
開
催
）

・
ビ
ジ
ネ
ス
会
計
講
座（
会
社
経
理
基
礎
）

・
中
堅
社
員
訓
練

・
ア
ク
セ
ス
入
門

※
講
座
内
容
、
日
程
、
定
員
、
受
講
料
、

申
込
方
法
等
の
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会

　
総
務
企
画
課

　
☎
０
５
５
‐
２
４
３
‐
４
９
１
６

「
ス
ト
ッ
プ　
不
法
電
波
」

総
務
省
で
は
、
６
月
１
日
か
ら
10
日
ま

で
を
「
電
波
利
用
環
境
保
護
周
知
啓
発

強
化
期
間
」
と
し
て
、
電
波
を
正
し
く

利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
周
知
・
啓

発
活
動
お
よ
び
不
法
無
線
局
の
取
り
締

ま
り
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　

ル
ー
ル
を
守
ら
な
い
不
法
な
無
線
局

は
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
放
送
、
携
帯
電

話
な
ど
の
身
近
な
も
の
か
ら
、
警
察
・

消
防
・
救
急
用
無
線
な
ど
の
人
命
に
関

わ
る
重
要
な
無
線
に
対
し
て
、
混
信
・

妨
害
を
与
え
る
な
ど
、
私
た
ち
の
生
活

や
安
全
を
お
び
や
か
し
ま
す
。

　
安
全
で
豊
か
な
社
会
を
実
現
す
る
た
め

に
、
電
波
は
ル
ー
ル
を
守
り
、
正
し
く

使
い
ま
し
ょ
う
。

問
関
東
総
合
通
信
局

・
不
法
無
線
局
に
よ
る
混
信
・
妨
害

　
☎
０
３
‐
６
２
３
８
‐
１
９
３
９

・
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受
信
障
害

　
☎
０
３
‐
６
２
３
８
‐
１
９
４
５
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無
料
法
律
相
談

５
月
17
日
（
月
）

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

勝
沼
防
災
セ
ン
タ
ー　
２
階

　
会
議
室
Ａ

市
内
在
住
の
方

◦
定
員　
６
名（
１
名
に
つ
き
30
分
以
内
）

※
５
月
６
日
（
木
）
午
前
８
時
30
分
か
ら

予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
な
る
べ
く
多
く
の
方
に
相
談
機
会
を
設

け
る
た
め
、
回
数
を
制
限
さ
せ
て
い
た

だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
市
民
生
活
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

合
同
相
談

５
月
13
日
（
木
）

午
後
１
時
30
分
～
３
時

市
役
所
本
庁
舎　
２
階　
第
１
会
議
室

市
内
在
住
の
方

行
政
、
人
権
、
家
庭
の
こ
と
で
お
悩
み

の
方
は
、
こ
の
機
会
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

問
市
民
生
活
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

勝
沼
・
大
和
地
域
行
政
相
談

５
月
21
日
（
金
）

午
後
１
時
30
分
～
３
時

大
和
ふ
る
さ
と
会
館　
２
階

　
研
修
室
３

市
内
在
住
の
方

行
政
に
関
す
る
こ
と
で
お
悩
み
の
方

は
、
こ
の
機
会
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
市
民
生
活
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

６
月
１
日
は
人
権
擁
護
委
員
の
日

特
設
人
権
相
談
所
開
設

６
月
１
日
（
火
）

午
前
10
時
～
午
後
３
時

恩
賜
林
記
念
館　
２
階　
和
室

勝
沼
防
災
セ
ン
タ
ー　
２
階

　
会
議
室
Ａ

大
和
ふ
る
さ
と
会
館　
２
階

　
研
修
室
３

◦
相
談
員　
人
権
擁
護
委
員

い
じ
め
、
親
族
間
ト
ラ
ブ
ル
、
差
別
、

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
、
児
童
虐
待
、
ス

ト
ー
カ
ー
な
ど
人
権
に
関
わ
る
相
談

問
市
民
生
活
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

￥消
費
生
活
相
談

５
月
12
日
（
水
）・
19
日
（
水
）・
26
日

（
水
）

市
役
所
本
庁
舎　
１
階　
相
談
室

　
（
市
民
生
活
課
内
）

甲
州
市
お
よ
び
山
梨
市
内
在
住
の
方

◦
相
談
員　
消
費
生
活
相
談
員

消
費
生
活
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
（
電
話

詐
欺
や
架
空
請
求
、
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ

等
）
で
お
困
り
の
方
は
、
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
市
民
生
活
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

甲
府
年
金
事
務
所
出
張
相
談

５
月
27
日
（
木
）

午
前
の
部　
午
前
９
時
30
分
～
正
午

　
午
後
の
部　
午
後
１
時
～
４
時

市
役
所
本
庁
舎　
１
階

　
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

年
金
請
求
手
続
き
、
年
金
受
給
者
の
死

亡
に
関
す
る
手
続
き
、
年
金
加
入
・
納

付
記
録
の
確
認
や
年
金
額
の
試
算
な
ど

※
相
談
時
に
は
、
基
礎
年
金
番
号
が
わ
か

る
も
の
（
年
金
手
帳
、
年
金
証
書
等
）

お
よ
び
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証

等
）
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
代
理
人
の
方
が
お
越
し
の
場
合

は
、
委
任
状
と
代
理
人
の
方
の
本
人
確

認
書
類
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

問
甲
府
年
金
事
務
所

　
☎
０
５
５
‐
２
５
２
‐
１
４
３
１

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
相
談
窓
口

５
月
18
日
（
火
）

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
連
絡
協
議
会
事
務
所

　
（
市
役
所
本
庁
舎　
地
下
１
階
）

　
☎
０
５
０
‐
８
０
０
２
‐
５
１
２
２

　
（
開
設
日
の
み
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
始
め
た
い
方
や
依
頼

を
し
た
い
方
な
ど
を
対
象
に
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
関
す
る
相
談
窓
口
を
開
設
し

ま
す
。
ま
た
、
開
設
日
に
限
り
電
話
で

の
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

※
毎
月
第
３
火
曜
日
に
開
設
予
定
で
す
。

問
甲
州
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
☎
44
‐
２
６
１
２

休
日
無
料
法
律
相
談

５
月
22
日
（
土
）

午
前
９
時
～
午
後
０
時
20
分

勝
沼
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー	

２
階	

和
室

市
内
在
住
の
方

◦
定
員　
５
名（
１
名
に
つ
き
40
分
以
内
）

※
５
月
６
日
（
木
）
午
前
８
時
30
分
か
ら

予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

平
日
は
忙
し
く
て
相
談
に
行
け
な
い
と

い
う
方
に
、
休
日
無
料
法
律
相
談
を
開

催
し
て
い
ま
す
。

問
甲
州
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
無
料
法
律
相
談
事
務
局

　
☎
44
‐
２
６
１
２

成
年
後
見
制
度
・
相
続

に
関
す
る
相
談
会

５
月
26
日
（
水
）

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

勝
沼
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー　
１
階

　
小
会
議
室

市
内
在
住
の
方

将
来
に
備
え
る
た
め
の
成
年
後
見
制

度
、
相
続
、
遺
言
書
の
作
成
等
に
つ
い

て
、
司
法
書
士
が
相
談
を
受
け
ま
す
。

◦
定
員　
４
名（
１
名
に
つ
き
40
分
以
内
）

※
５
月
６
日
（
木
）
午
前
８
時
30
分
か
ら

予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

問
甲
州
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
権
利
擁
護
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
44
‐
２
６
１
２

要
予
約

予
約
不
要
・
無
料

予
約
不
要
・
無
料

予
約
不
要
・
無
料

予
約
不
要
・
無
料

要
予
約
・
無
料

要
予
約
・
無
料

要
予
約
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：日付　 ：時間　 ：場所　 ：料金　 ：対象　 ：内容　 ：持ち物　㊡：休館　問：問合せ

も
の
忘
れ
相
談

最
近
も
の
忘
れ
し
や
す
く
な
り
心
配
な

方
や
、
気
に
な
る
症
状
が
出
て
き
た
家

族
へ
の
対
応
方
法
な
ど
専
門
医
が
ご
相

談
に
対
応
し
ま
す
。

５
月
21
日
（
金
）

午
後
３
時
～

市
役
所
本
庁
舎　
１
階

　
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

◦
申
込
方
法

　
５
月
18
日
（
火
）
ま
で
に
電
話
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
毎
月
第
３
金
曜
日
に
開
設
し
て
い
ま

す
。

問
甲
州
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
介
護
支
援
課
内
）　

　
☎
32
‐
５
６
０
０

あ
ん
し
ん
相
談

閉
じ
こ
も
り
が
ち
に
な
っ
た
、
無
口
に

な
っ
た
、
会
社
や
学
校
に
行
け
な
い
、

家
族
関
係
や
友
人
関
係
が
う
ま
く
い
か

な
い
な
ど
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
を
中
心

と
し
た
相
談
に
応
じ
ま
す
。

随
時　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

◦
申
込
方
法　

　
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◦
そ
の
他

　
精
神
保
健
福
祉
士
、
保
健
師
が
そ
れ
ぞ

れ
の
専
門
に
よ
り
対
応
し
ま
す
。

　
ま
た
、
必
要
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は

精
神
科
医
師
の
対
応
も
可
能
で
す
。

※
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー
へ
の
来
所
を
基
本

と
し
ま
す
が
、
ご
事
情
に
よ
り
訪
問
等

の
対
応
も
し
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

※
精
神
科
等
の
医
療
機
関
の
紹
介
を
目
的

と
し
た
相
談
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
32
‐
０
２
８
５　
ＦＡＸ
33
‐
２
３
０
７

障
害
者
差
別
に
関
す
る
相
談

「
こ
れ
っ
て
障
害
者
差
別
で
は
？
」「
障

害
者
の
方
に
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
す
る

べ
き
か
？
」な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

問
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
32
‐
０
２
８
５　
ＦＡＸ
33
‐
２
３
０
７

司
法
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

５
月
21
日
（
金
）

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

街
の
駅
や
ま
な
し

相
続
登
記
、
土
地・建
物
の
名
義
変
更
、

遺
言
、
成
年
後
見
、
会
社
関
係
の
登
記

な
ど

※
相
談
時
間
は
１
組
に
つ
き
40
分
以
内
。

※
書
類
の
作
成
指
導
や
審
査
は
い
た
し
ま

せ
ん
。

※
初
め
て
の
ご
相
談
の
方
に
限
り
ま
す
。

問
山
梨
県
司
法
書
士
会

　
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
５
５
‐
２
５
３
‐
２
３
７
６

不
動
産
・
空
き
家
無
料
相
談
会

５
月
20
日
（
木
）

午
後
１
時
～
３
時

市
役
所
本
庁
舎　
１
階

　
市
民
会
議
室
Ａ

不
動
産
や
空
き
家
に
関
す
る
不
安
や
悩

み
相
談
に
応
じ
ま
す
。

※
相
談
員
は
山
梨
県
宅
建
協
会
が
委
嘱
し

た
方
で
す
。

問（
公
社
）山
梨
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

　
☎
０
５
５
‐
２
４
３
‐
４
３
０
０

　農繁期を迎え、農作業事故が多くなります。農家の皆さんは次の点に注意してください。
●作業時は作業に適した服装とする。　　　　　　●機械の点検・整備はエンジンを停止する。
●棚、支柱、針金等は目印を付けて目立たせる。　●できる限り一人で作業しない。
※作業に際しては、消毒薬や小石の飛散等、周辺への配慮をお願いします。
問農林振興課　果樹農林担当　☎３２ ‐ ５０９２
◎農作業安全研修会を開催します
●日時：５月１３日（木）　午後３時～　　●場所：果樹試験場（山梨市江曽原１２０４）
問山梨県農政部農業技術課　☎０５５ ‐ ２２３ ‐ １６１６

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載している相談会等が延期・中止となる場
合があります。なお、参加にあたりましては事前検温およびマスクの着用をお願いします。

農作業は安全第一に !!

大藤診療所へ
　プラスチック手袋
　●塩山ライオンズクラブ
　　　　　　　　　　	さま
甲州市社会福祉協議会へ
　●網野　和人	さま（中原）

甲州市へ
　リサイクルごみ袋
　●（株）山梨クリーン
　　　　　　サービス	さま

要
予
約
・
無
料

要
予
約

要
予
約

要
予
約
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甲
州
市
「
宇
宙
の
学
校
」
参
加

者
・
運
営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

甲
州
市
「
宇
宙
の
学
校
」
と
は
、	

宇
宙
航

空
研
究
開
発
機
構
（
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
）
と
認
定

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人　
子
ど
も
・
宇
宙
・
未
来
の

会
（
Ｋ
Ｕ
‐
Ｍ
Ａ
）
や
、
甲
州
市
「
宇
宙

の
学
校
」指
導
者
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
、

身
近
な
教
材
を
使
っ
て
子
ど
も
た
ち
が
日

常
や
身
の
回
り
で
起
こ
る
こ
と
、
不
思
議

に
思
う
現
象
の
仕
組
み
な
ど
を
親
子
で
協

力
し
な
が
ら
学
ぶ
体
験
学
習
で
す
。

第
１
回　
６
月
５
日
（
土
）

　
「
開
校
式
・
宇
宙
の
話
・
万
華
鏡
を
作
っ

て
み
よ
う
」

　
第
２
回　
７
月
３
日
（
土
）

　
「
傘
袋
ロ
ケ
ッ
ト
を
飛
ば
そ
う
」

　
第
３
回　
９
月
４
日
（
土
）

　
「
ポ
ン
ポ
ン
船
を
作
ろ
う
」

　
第
４
回　
12
月
４
日
（
土
）

　
「
紙
ト
ン
ボ
を
飛
ば
そ
う
・
レ
ポ
ー
ト

発
表
会
・
閉
校
式
」

午
前
10
時
～
正
午
（
全
４
回
と
も
）

第
１
回
～
第
３
回

　
甲
州
市
塩
山
体
育
館

　
第
４
回
の
み

　
甲
州
市
民
文
化
会
館	

２
階	

大
会
議
室

市
内
在
住
の
小
学
校
１
年
生
～
６
年
生

と
そ
の
保
護
者

◦
定
員　
親
子
20
組
ま
で

１
組　
１
，５
０
０
円
（
４
回
分
の
額
）

※
参
加
費
は
初
回
に
集
金
し
ま
す
。

◦
申
込
期
間　

　
５
月
６
日
（
木
）
～
21
日
（
金
）

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

～
運
営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
～

◦
運
営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
内
容

　
「
宇
宙
の
学
校
」
の
講
師
が
提
供
す
る

教
材
を
使
っ
て
学
習
す
る
親
子
20
組
の

サ
ポ
ー
ト
。

◦
運
営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
資
格
等

　
資
格
は
特
に
必
要
と
し
ま
せ
ん
が
、
宇

宙
や
科
学
実
験
に
興
味
が
あ
る
中
学
生

以
上
の
方
で
、
６
月
か
ら
12
月
ま
で
の

休
日
の
日
中
、
年
間
４
回
、
都
合
の
つ

く
範
囲
で
お
手
伝
い
し
て
い
た
だ
け
る

方
。

問
生
涯
学
習
課　
社
会
教
育
担
当

　
☎
32
‐
５
０
９
７

　
os-gakushu@

city.koshu.lg.jp

公
民
館
自
主
事
業

オ
ン
ラ
イ
ン
講
座

各
テ
ー
マ
の
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
を
視
聴

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◎
現
代
的
課
題
講
座「
感
染
症
と
の
共
生
」

５
月
14
日
（
金
）

午
後
２
時
～
３
時
30
分

甲
州
市
中
央
公
民
館　
２
階

　
第
３
会
議
室

◦
定
員　
20
名

◦
講
師　
森
石　
恆
司
氏
（
山
梨
大
学
医

学
部
教
授
）

◎
山
梨
学
講
座
「
甲
府
城
築
城
の
経
緯
」

５
月
19
日
（
水
）

午
後
２
時
～
３
時
30
分

甲
州
市
中
央
公
民
館　
２
階

　
大
会
議
室

◦
定
員　
20
名

◦
講
師　
萩
原　
三
雄
氏
（
帝
京
大
学
文

化
財
研
究
所
所
長
）

◎
山
梨
学
講
座
「
甲
府
城
下
町
の
建
設
と

都
市
計
画
」

５
月
25
日
（
火
）　

午
後
２
時
～
３
時
30
分

甲
州
市
中
央
公
民
館　
２
階

　
第
３
会
議
室

◦
定
員　
20
名

◦
講
師　
数
野　
雅
彦
氏
（
帝
京
大
学
文

化
財
研
究
所
事
務
長
兼
研
究
員
）

◦
申
込
方
法

　
各
講
座
と
も
、
当
日
ま
で
に
電
話
ま
た

は
中
央
公
民
館
窓
口
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。（
月
曜
・
休
館
日
を
除
く
午

前
９
時
～
午
後
５
時
）

問
生
涯
学
習
課　
公
民
館
担
当

　
☎
32
‐
１
４
１
１

第
15
回
甲
州
市
ゴ
ル
フ
選
手
権

大
会
（
第
74
回
山
梨
県
体
育
祭
り

ゴ
ル
フ
競
技
代
表
選
考
会
）

５
月
25
日
（
火
）

境
川
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ

市
内
在
住
の
方

◦
競
技
方
法

　
18
ホ
ー
ル
ス
ト
ロ
ー
ク
プ
レ
ー
・
ス
ク

ラ
ッ
チ
競
技

①
プ
レ
ー
費　
９
，
５
０
０
円
（
食
事
付

き
）

②
参
加
費　
　
２
，
０
０
０
円

◦
申
込
締
切
日　
５
月
14
日
（
金
）

問
甲
州
市
体
育
協
会
各
支
部
ゴ
ル
フ
部
長

問
生
涯
学
習
課　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
・
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
対
策
担
当

　
☎
32
‐
５
０
９
８　
ＦＡＸ
32
‐
２
８
３
７

武
田
の
史
跡
と
近
代
化

遺
産
フ
ッ
ト
パ
ス

～
武
田
家
終
焉
の
地
を
辿
る
～

武
田
家
終
焉
の
地
と
な
っ
た
大
和
町
を

舞
台
に
、
武
田
の
史
跡
と
近
代
化
遺
産

を
巡
り
ま
す
。
高
低
差
が
大
き
い
約
７

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
コ
ー
ス
を
ガ
イ
ド
と

と
も
に
歩
き
ま
す
。

５
月
15
日
（
土
）

午
前
９
時
～
午
後
０
時
30
分
ご
ろ

市
役
所
大
和
支
所
（
駐
車
場
あ
り
）

◦
定
員　
15
名
（
先
着
順
）

◦
申
込
方
法

　
５
月
６
日
（
木
）
か
ら
電
話
で
受
け
付

け
ま
す
。
住
所
、
氏
名
、
連
絡
先
を
お

伝
え
く
だ
さ
い
。

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

問
観
光
商
工
課　
交
流
イ
ベ
ン
ト
担
当

　
☎
32
‐
５
０
０
０

要
申
込
・
無
料

要
申
込
・
無
料

参
加
者
募
集

山梨県からのお知らせ

屋外広告物の決まり
●屋外広告物にはルールがあります（大きさ、色合い、etc）
●ルールを守ってより良い広告物をつくりましょう
●詳細は山梨県のホームページをご覧ください

山梨県　屋外広告物の設置 検 索
問山梨県　峡東建設事務所　都市計画担当

　☎２０ ‐ ２８０６

看板

ご存じですか？
広告主の皆さん
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東京２０２０
オリンピック・パラリンピック開催に合わせて

２０２１年の祝日が移動します

：日付　 ：時間　 ：場所　 ：料金　 ：対象　 ：内容　 ：持ち物　㊡：休館　問：問合せ

富
士
山
科
学
研
究
所
イ
ベ
ン
ト

◎
２
０
２
１
年
度
企
画
展
「
シ
カ
か
も
し

か
も
カ
モ
シ
カ
か
も
」
～
観
察
か
ら
見

え
て
き
た
富
士
山
の
カ
モ
シ
カ
の
独
特

な
生
態
～

富
士
山
に
は
天
然
記
念
物
の
ニ
ホ
ン
カ

モ
シ
カ
が
生
息
し
て
い
ま
す
。
研
究
員

に
よ
る
調
査
の
結
果
、
明
ら
か
に
な
っ

た
富
士
山
な
ら
で
は
の
生
態
と
魅
力
を

分
か
り
や
す
く
解
説
し
ま
す
。

４
月
24
日
（
土
）
～
10
月
24
日
（
日
）

午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
（
最
終
入
館
は
午
後
４
時
30
分
ま
で
）

富
士
山
科
学
研
究
所　
本
館
１
階

　
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

問
山
梨
県
富
士
山
科
学
研
究
所

　
☎
０
５
５
５
‐
７
２
‐
６
２
０
３

◎
富
士
山
科
学
講
座
（
要
申
込
）

富
士
山
の
自
然
、
自
然
と
人
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
、
研
究
成
果
を
分
か
り
や

す
く
お
伝
え
す
る
講
座
で
す
。
研
究
員

に
よ
る
講
座
を
通
し
て
富
士
山
の
自
然

環
境
に
つ
い
て
と
も
に
考
え
ま
す
。

　
「
地
震
」、「
エ
コ
ノ
ミ
ー
ク
ラ
ス
症
候

群
」
を
テ
ー
マ
に
当
研
究
所
の
研
究
員

が
講
演
を
行
っ
た
内
容
を
動
画
公
開
し

ま
す
。

◦
申
込
期
限　
６
月
９
日
（
水
）
ま
で

※
申
込
方
法
の
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

◦
動
画
公
開
期
間　
６
月
13
日
～
20
日

高
校
生
以
上

問
山
梨
県
富
士
山
科
学
研
究
所

　
☎
０
５
５
５
‐
７
２
‐
６
２
０
６

釈
迦
堂
遺
跡
博
物
館
だ
よ
り

◎
企
画
展
「
み
ず
け
む
り
～
山
梨
県
の
水

煙
文
土
器
～
」

６
月
21
日
（
月
）
ま
で
開
催
中

※
毎
週
火
曜
日
と
５
月
６
日
（
木
）
は
休

館
（
５
月
４
日
は
開
館
）

中
部
高
地
を
中
心
と
し
て
出
土
す
る
水

煙
文
土
器
は
、
水
が
渦
巻
く
よ
う
な
把

手
を
持
ち
、
全
国
的
に
出
土
す
る
縄
文

土
器
と
比
較
し
て
も
、
そ
の
技
術
的
・

芸
術
的
価
値
は
類
を
み
な
い
も
の
で

す
。
今
回
の
企
画
展
で
は
、
釈
迦
堂
遺

跡
か
ら
出
土
し
た
大
型
の
水
煙
文
土
器

を
中
心
に
、
約
50
点
を
展
示
し
ま
す
。

問
釈
迦
堂
遺
跡
博
物
館

　
☎
47
‐
３
３
３
３

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載している相談会等が延期・中止となる場
合があります。なお、参加にあたりましては事前検温およびマスクの着用をお願いします。

２０２１年は、３つの祝日が移動します
２０２１年には、国民の祝日は「海の日」「スポー
ツの日」「山の日」がそれぞれ上記のように移動
します。そのため、オリンピックの開会式が行わ
れる７月２３日前後とオリンピックの閉会式が行わ
れる８月８日前後が連休となります。祝日の移動
は、混雑緩和等を目的として実施されます。

オリンピックを安全に。スムーズに
東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催期
間中、特に開会式と閉会式が行われる日は、多
くの大会関係者が移動するため、道路や鉄道の
大幅な混雑が見込まれます。そこで、アスリート、
観客等の円滑な輸送と、経済活動、市民生活の
共存を図るため、祝日の移動を実施します。

※祝日の移動に合わせて市役所もお休みになります。

7/19
▼

7/22（木）
海の日
━━━

10/11
▼

7/23（金）
スポーツの日

━━━

8/11
▼

8/8（日）
山の日
━━━

オリンピック開会式 オリンピック閉会式
※8/9（月）は振替休日

無
料
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ごみの減量化のお願い
●生ごみは水切りの徹底をお願いします。

・収集される生ごみの５０％～６０％は水分です。
　水気を切ることで重量は減り、ごみを処理する

費用の減少へと繋がります。
・堆肥化する方法もあります。
　コンポストなどを利用して、堆肥化することが

できます。できた堆肥は植木鉢や花壇に使用で
きます。コンポストや生ごみ処理機の購入費助
成制度もあります。詳細は環境政策課へお問い
合わせください。

●リサイクルを推進しましょう。
・ミックス紙、牛乳パック等資源物は、汚れたも

のを除いてリサイクルにご協力ください。
　市民の皆さまの心がけにより、ごみの焼却費用

を減らし、その費用を貴重な財源に生かせるよ
うご協力をお願いします。

問環境政策課　廃棄物対策担当　☎３３ ‐ ４４０４

ミックス紙、
広告類、

牛乳パックなど

F

水切りをすることがご家庭でできるごみ処理費用
減少の対策となります

F

※燃えるごみに混入していることがあります。

電話詐欺被害防止について
　昨年中の山梨県内における電話詐欺による被害金は、約１億６千万円（前年比＋約４, ０００万円）で
あり、ここ数年間の被害額を見ても、高止まりの状況にあります。　昨年の電話詐欺被害の特徴として
還付金詐欺、預貯金詐欺が増加していることです。
　還付金詐欺とは、市役所職員などをかたり、「還付金が戻ってくる」「期限が迫っているので急いで手
続きをしてください」などと嘘を言い、言葉巧みにATM機を操作させて、お金を振り込ます手口です。
　預貯金詐欺とは、警察官などをかたり、「詐欺の犯人があなたの口座を使っていた。口座凍結するとお
金を引き出せなくなる」等と嘘を言い、その後、金融機関関係者をかたって、「新しいキャッシュカード
を作る必要があるので、カードを預かります」などと言って、キャッシュカードを騙し取るとともに暗
証番号を聞き出し、口座から現金を引き出すという手口です。
　ATMで還付金を受け取ることは出来ませんし、警察官や金融機関職員がキャッシュカードを預かった
り、暗証番号を聞くことは絶対にありません。このような話が出たら、それは電話詐欺ですので、電話
を直ぐに切って、１１０番通報してください。

電話で
お金の話が出たら

詐欺 !!
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令和３年度
第２回目 山梨県警察官採用試験
■受付期間
　７月２６日（月）～８月２０日（金）
■第１次試験日
　９月１９日（日）
■採用時期
　令和４年４月

試験職種 採用予定
人員 受験資格 年齢制限

第
２
回
目

警察官
A

男性 ８名程度 大学を卒業した者
若しくは令和４年
３月までに卒業見
込みの者又は人事
委員会がこれと同
等以上の学力があ
ると認める者

昭和６３年４月
２日以降に生ま
れた方男性／

武道指導 ２名程度

女性 ２名程度

女性／
武道指導 ２名程度

警察官
B

男性 １８名
程度

警 察 官 A の 学 歴
要件に該当しない
者

昭和６３年４月
２日～平成１６
年４月１日まで
に生まれた方女性 ５名程度

◆試験に関するお問い合わせ・採用試験案内請求先　日下部警察署　警務課　採用試験担当　☎２２‐０１１０（代）

★お問い合わせ先★
　塩山図書館 ☎３２‐１５０５
　勝沼図書館 ☎４４‐３７４６
　大和図書館 ☎４８‐２９２１
　甘草屋敷子ども図書館 ☎３３‐５９２６

図書館ＨＰ　https://www.l ib -koshu.jp/

としょかん
つうしん

警察官採用のお知らせ

◆甘草屋敷子ども図書館のイベントご案内
■開催日　５月９日（日）
■会　場　甘草屋敷子ども図書館
※申し込みが必要です。詳細は塩山図書館まで
・お父さんのお話会　午前１０時～
　本の読み手はお父さんです
・パークライブラリー（雨天順延の場合は５月１６日）
　午前１０時３０分～午後３時３０分
　子ども図書館のお庭で絵本を楽しんでください。
・ワークショップ「くるくるタコ」をつくろう
　午後１時３０分～
＊甘草屋敷子ども図書館企画展「忍者の蔵」開催中

◆勝沼図書館ブックリサイクル
■日時　５月４日（火）・５日（水）
　　　　午前１０時～午後４時３０分
■会場　勝沼図書館	前テント　＊雨天時館内

《お願い》
　不要になった本（週刊誌・雑誌・マンガ雑誌は除く）が
ありましたら、事前に勝沼図書館までご連絡ください。

◆大和図書館 武田勝頼公図書展
　「勝頼公を想う」
■会期　６月３０日（水）まで
■会場　大和図書館

◆塩山図書館
　知的書評合戦ビブリオバトルIN塩山�
■日時　５月２９日（土）午後５時１５分～
■会場　塩山図書館　閲覧席
■紹介本テーマ「スポーツ」
＊本の紹介をしてくれる方を募集しています。
　アスリート本、オリンピックに関する本など、スポー
ツにちなんだ本を紹介してください。
＊観覧の申込みは必要ありません。時間までにマスク
着用でお集まりください。

◆大和図書館 臨時休館のお知らせ
　大和ふるさと会館の電気点検に伴い、次のとおり休
館とさせていただきます。

５月１５日（土）

◆勝沼図書館 蔵書点検による休館のお知らせ
　蔵書点検作業のため次のとおり休館とさせていただ
きます。

休館日　５月３１日（月）～６月１１日（金）

◆入館に際して（マスク着用をお願いします・入退館時の手指の消毒をお願いします・お互いの距離を取りましょう）
・入館に際し同意書を提出していただきます。また、検温の実施をさせていただきます。
・雑誌、新聞の閲覧はできますが、学習席、閲覧席の貸出はありません。
・本を入れるマイバッグの持参をお願いします
※各館の開館状況、イベント等につきましては今後の状況により変更、中止されることがあります。
　開館状況等につきましては各館にお問い合わせください。
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人口と世帯 （2021.4.1現在）
（　）内は前月比 人口 30,609人（−61）　男 14,805人（−28）　女 15,804人（−33）　世帯数 13,139世帯（+13）
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選ぶ、楽しさ。
昭和堂

創業 95年 昭和堂
☎ 32―1325
甲州市塩山下於曽 1541-1（塩山バイパス通り）

定休日　水曜
営業時間　10：00〜19：00

P有

有
料
広
告

問政策秘書課　秘書・広聴広報担当　☎３２ ‐ ５０６３

子どもから
大人まで
どなたでもＯＫ！
記念に素敵な
スマイルを
掲載して
みませんか？

甲州市にあふれる笑顔（スマイル）大募集 !!
入
学
お
め
で
と
う
！　
勉
強
も
遊
び
も
が
ん
ば
っ
て

元
気
に
楽
し
く
過
ご
し
て
ね
！

（
佐
藤
栄
太
く
ん
・
上
岩
崎
）

わ
ん
ぱ
く
だ
け
ど
優
し
い
お
兄
ち
ゃ
ん
3

楽
し
い
小
学
校
生
活
が
送
れ
ま
す
よ
う
に
☆

（
内
田
柊
也
く
ん
・
菱
山
）

春の交通安
全運動

手をあげて
横断歩道を

渡ります !
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